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犯罪被害給付制度をご存じですか 
＜犯罪被害給付制度とは＞ 
　殺人、傷害等の犯罪行為により　○お亡くなりになった方のご遺族 
　　　　　　　　　　　　　　　　○ケガをして、入院をされたり、精神疾患を発症された方 
　　　　　　　　　　　　　　　　○体に障害が残った方 
　に対して給付金を支給することにより、精神的・経済的打撃の緩和を図る制度です。 

＜給付金の種類と給付金が支給される対象＞ 

※詳しいことは、 
　いの警察署（　 893－1234）又は、警察本部警務課被害者対策室（　 871－3110）でお問い合わせください。 

重傷病給付金　　　　　　　　　　　　 
加療１か月以上・３日以上の入院を必要とする怪我をされた方 
（ただし、精神疾患の場合は、入院を必要としません。） 

遺　族 被害者本人 被害者本人 

被害者が死亡した場合 

遺族給付金 

身体に障害が残った場合 

障害給付金 
障害等級1級～14級に該当する方 

怪我や病気の治療のため 
入院及び通院をされた場合 
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時間額 
721円 
時間額 
721円 


